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伊方町景観条例施行規則  

   

(趣旨 ) 

第１条  この規則は、伊方町景観条例（令和４年伊方町条例第１４

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。  

(景観計画の提案団体 ) 

第２条  条例第７条に規定する規則で定める要件は、次に掲げるも

のとし、景観計画の提案団体として町長が認定する団体とする。 

(1) 伊方町景観計画に定める良好な景観の形成方針に即した活

動を含む景観づくり活動を行う団体であること。  

(2) 継続した活動を期待することができる団体であること。  

(3) その活動に、営利活動、政治活動又は宗教活動が含まれて

いないこと。  

(4) 法人格を有しない団体にあっては、代表者の定めのある規

約を有していること。  

２  前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、景観

計画提案団体認定申請書（様式第１号）により町長に申請するも

のとする。  

３  町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審

査し、景観計画提案団体認定決定・却下通知書（様式第２号）に

より申請者に通知するものとする。  

４  町長は、第１項の規定により認定した団体が、同項各号のいず

れかに該当しなくなったときは、その認定を取り消すことができ

る。  

５  町長は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を

景観計画提案団体認定取消通知書（様式第３号）により当該団体

の代表者に通知するものとする。  

(景観計画の変更に関する提案 ) 

第３条  景観法 (平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。)

第１１条に基づき景観計画の変更を提案する場合には、景観計画

変更提案書 (様式第４号 )に当該提案に係る景観計画素案及び別

表第１に掲げる図書その他町長が必要と認めた図書を添付して

行わなければならない。  

２  法第１４条第１項の規定に基づく通知は、景観計画変更提案却

下通知書 (様式第５号 )により行うものとする。  

(行為の届出 ) 
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第４条  法第１６条第１項の規定による行為の届出は、景観計画区

域内行為届出書 (様式第６号 )に、景観法施行規則 (平成１６年国

土交通省令第１００号 )第１条第２項に掲げる図書及び町長が必

要と認めた図書を添付して行わなければならない。  

２  法第１６条第２項の規定による行為の変更の届出は、景観計画

区域内行為変更届出書 (様式第７号 )に、前項に定める図書を添付

して行わなければならない。  

３  町長は、第１項又は前項の規定による届出があった場合におい

て、当該届出に係る行為が景観形成基準に適合していると認める

ときは、景観形成基準適合通知書 (様式第８号 )により、その旨を

当該届出をした者に対し通知するものとする。  

４  第１項又は第２項の規定による届出をした者は、前項の規定に

よる通知を受けたときは、当該届出に係る行為に着手することが

できる。  

(届出の適用除外 ) 

第５条  条例第９条第１号に規定する規則で定める工作物は、次に

掲げるものとする。  

(1) 塀、柵その他これらに類するもの  

(2) 煙突、装飾塔、鉄塔その他これらに類するもの  

(3) 鉄筋コンクリート柱、鉄柱その他これらに類するもの  

(4) 石油タンク、ガスタンク、サイロその他これらに類する貯

蔵施設  

(5) ウォーターシュート、コースター、観覧車その他これらに

類する遊戯施設  

(6) コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これ

らに類する製造施設  

(7) 自動車車庫の用途に供する施設  

(8) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設  

(9) 擁壁その他これらに類するもの  

(10) 電気供給のための電線類又は有線電気通信のための線路

若しくは空中線形 (その支持物を含む。 ) 

(11) 携帯電話等電波塔  

(12) 再生可能エネルギー発電施設  

(13) 前各号に定めるもののほか、町長が景観形成上必要と認め

て定めるもの  

２  条例第９条第１号の規定による届出を要しない行為として規

則で定めるものは、別表第２に掲げる規模のものとする。  
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(事前協議 ) 

第６条  条例第１１条の規定による事前協議は、第４条第１項又は

第２項の規定による届出の少なくとも３０日前までに、景観計画

区域内行為事前協議申出書 (様式第９号 )に、第４条第１項に定め

る添付図書に準じる図書を添付して行わなければならない。  

２  町長は、前項の事前協議を行った場合は、協議結果を事前協議

者に、景観計画区域内行為事前協議完了通知書 (様式第１０号 )

により通知するものとする。  

(勧告及び公表の方法 ) 

第７条  法第１６条第３項に基づく勧告は、景観計画区域内行為勧

告書 (様式第１１号 )により行うものとする。  

２  条例第１３条第２項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏

名又は名称、勧告の内容その他町長が必要と認める事項を、告示

その他町長が適当と認める方法により行うものとする。  

(行為の完了等の報告 ) 

第８条  条例第１４条の規定による報告は、景観計画区域内行為完

了 (中止 )報告書 (様式第１２号 )に必要書類を添付して行わなけ

ればならない。  

(景観重要建造物及び景観重要樹木の標識 ) 

第９条  法第２１条第２項に規定する景観重要建造物の標識及び

法第３０条第２項に規定する景観重要樹木の標識は、周囲の景観

と調和する色彩、意匠及び形態とし、景観重要建造物又は景観重

要樹木の所有者と協議の上、公衆の見えやすい場所に設置するも

のとする。  

２  前項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとす

る。  

(1) 指定番号及び指定年月日  

(2) 建造物又は樹木の名称等  

(景観審議会 ) 

第１０条  条例第１７条に規定する審議会は、委員１０人以内で組

織し、委員は次に掲げる者の内から町長が委嘱する。  

（ 1）町民を代表する者  

（ 2）各種団体等の長  

（ 3）学識経験を有する者  

（ 4）関係行政機関の職員  

（ 5）その他町長が適当と認める者  
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２  委員の任期は、２年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員

が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。  

３  審議会に会長１人、副会長１人を置き、委員の互選より定める。 

４  審議会は、会長が招集し会議の議長となる。  

５  審議会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができ

ない。  

６  審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の

ときは、会長の決するところによる。  

７  専門的事項の調査・審査の上で必要と認めた場合には、委員以

外の者から専門委員を置くこととし、会長が委嘱する。  

８  審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

(その他 ) 

第１１条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別

に定める。  

附  則  

この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

 

別表第 1(第 3 条関係 ) 

 

種類  縮尺  明示すべき事項  

景観行政団体及び景

観計画に関する省令

に定める書類  

 景観法第 11 条第 3 項の同意

を得たことを証する書類  

変更前計画区域の位

置図  

1 ／ 2,500

以上  

方位、区域界、スケールバ

ー  

変更後計画区域の位

置図（区域の変更を

伴わない場合には不

要）  

1 ／ 2,500

以上  

方位、区域界（新たに増減

する範囲を明示）、スケール

バー  

 

別表第 2(第 5 条関係 ) 

 

行為の種類  行為の規模等  

建築物  

・建築物の新築、

増築、改築又は

移転  

・高さ１５ｍ又は建築面積１，０

００㎡以下のもの  

・従前建築物全体が上記規模以下
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・外観を変更する

こ と と な る 修

繕、模様替え、

色彩の変更  

のもので増築・改築・修繕・模

様替え・色彩の変更後も上記規

模以下のもの  

工作物  

・工作物の新設、

増築、改築又は

移転  

・外観を変更する

こ と と な る 修

繕、模様替え、

色彩の変更  

・プラント等：高さ１５ｍ又は築

造面積１，０００㎡以下のもの、

従前工作物全体が上記規模以下

のもので増築・改築・修繕・模

様替え・色彩の変更の変更部分

が１０㎡以下のもの又は増築後

も上記規模以下のもの  

・鉄塔等：高さ１５ｍ以下のもの  

開発行為  

・都市計画法第４

条第１２項に規

定する開発行為  

都市計画区域外  開発面積１０，

０００㎡未満  

都市計画区域内  開発面積３，０

００㎡未満  
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様式第１号（第２条関係）  

 

景観計画提案団体認定申請書  

 

年   月   日  

 

伊方町長        様  

 

届出者  住 所 

氏 名 

連 絡 先 

 

景観計画提案団体の認定を受けたいので、伊方町景観条例施行規則第２条第

２項の規定により、次のとおり申請します。  

団体の名称  
 

代表者氏名  
 

主たる活動区域  
 

主たる活動の内容  

 

団体の構成員の数  人  

年間予定活動日数  約    日  

その他  

 

備考  この申請書には、以下の図書を添付してください。  

①団体の規約等  

②構成員名簿  
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様式第２号（第２条関係）  

 

景観計画提案団体認定決定・却下通知書  

 

 

第      号  

年   月   日  

 

           様  

 

 

伊方町長         □印  

 

 

  年   月   日付けで申請のありました景観計画提案団体の認定について、

次のとおり決定・却下しましたので通知します。  

 

１  決定  

団体の名称  
 

認定番号  
 

認定年月日  
 

その他  

 

備考  

１  申請内容に変更がある場合は、届け出てください。  

２  毎年４月末までに、前年度の活動実績を報告してください。  

 

 

２  却下  

（理由）  
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様式第３号（第２条関係）  

 

景観計画提案団体認定取消通知書  

 

 

第      号  

年   月   日  

 

           様  

 

 

伊方町長         □印  

 

 

 次の景観計画提案団体は、伊方町景観条例施行規則第２条第４項の規定によ

り認定を取り消したので、同条第５項の規定により通知します。  

景観づくり団体の名称  
 

認定番号及び認定年月日  第    号   年   月   日  

取消年月日  年   月   日  

取消しの理由  
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様式第４号（第３条関係）  

 

景観計画変更提案書  

 

 

年   月   日  

 

 

伊方町長        様  

 

 

 

提案者  住 所 

氏 名 

連 絡 先 

 

景観法第 11 条の規定により、次のとおり景観計画の変更を提案します。  

提案の種類  

□景観計画区域の拡大・追加  

□景観計画区域の縮小・削減  

□既存の景観計画区域内における行為制限事項の変更等  

□その他  

提案者の種類  
□景観法第 11 条第１項に定める者  

□景観法第 11 条第２項に定める者  

添付書類  

□景観計画素案（変更に係る部分のみで可）  

□提案する計画素案の対象となる区域を明示した地図  

 （１／ 2,500 の縮尺のもの）  

□提案する計画素案の対象となる区域内の土地所有者等の同意

状況２ /３以上の同意を得ている旨を証明する書類  

□その他  

 （                           ） 

提案理由  
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様式第５号（第３条関係）  

 

景観計画変更提案却下通知書  

 

 

            様  

 

 

伊方町長         □印  

 

 

  年   月   日付けで景観法第 11 条の規定により提案のあった景観計画

の変更に係る提案については、下記の理由で却下します。  

提案の種類  

□景観計画区域の拡大・追加  

□景観計画区域の縮小・削減  

□既存の景観計画区域内における行為制限事項の変更等  

□その他  

提案者の種類  
□景観法第 11 条第１項に定める者  

□景観法第 11 条第２項に定める者  

却下理由  
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様式第６号（第４条関係）     （表）  

 

景観計画区域内行為届出書  

 

年   月   日  

 

 

伊方町長        様  

 

 

届出者  住 所 

氏 名 

連 絡 先 

 

 

 景観法第 16 条第１項の規定により、次のとおり景観計画区域内での行為につ

き届け出ます。  

設計者  
住所    

氏名    電話    

施工者  

(予定者 ) 

住所    

氏名    電話    

内容確認 (担当者 )

連絡先  

住所    

氏名    電話    

行為の場所  
伊方町  

景観計画区域の区分  □景観計画区域  □景観重要区域  

行為の種類  

建築物  
□新築  □増築  □改築  □移転   

□修繕又は模様替え  □色彩の変更  

工作物  
□新設  □増築  □改築  □移転   

□修繕又は模様替え  □色彩の変更  

□開発行為  

行為の期間  
着手予定  

   年   月   日  

完了予定  

   年   月   日  

備考  

１  裏面にも必要事項を明記してください。  

２  この届出書には、景観法施行規則第１条第２項に掲げる図書を添付して

ください。  
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（裏）  

建

築

物 

用 途  

敷 地 面 積 ㎡ 

建 築 面 積 ㎡ 延 べ 面 積 ㎡ 

最 高 部 の 高 さ ｍ（階数   階） 

構 造 造（一部        造） 

修繕若しくは模様替

え又は色彩の変更に

関 す る 事 項 

立面の各面の合計面積 ㎡ 

外観の変更に係る部分

の 面 積 

外 壁 屋 根 合 計 

㎡ ㎡ ㎡ 

仕 上 げ 材 
屋 根  

外 壁  

色 彩 

（色・マンセル値） 

屋 根  

外 壁  

景観に配慮した事項  

工

作

物 

種 類  

敷 地 面 積 ㎡ 

構 造 面 積 届出部分 ㎡ 既存部分 ㎡ 

最 高 部 の 高 さ ｍ 

構 造 造 

修繕若しくは模様替
え又は色彩の変更に
関 す る 事 項 

立 面 の 各 面 の 合 計 面 積 ㎡  

外観の変更に係る部分の面積 ㎡  

仕 上 げ 

（ 材 料 ・ 方 法 ） 
 

色 彩 

（色・マンセル値） 
 

景観に配慮した事項  

開

発

行

為 

行 為 の 目 的  

行 為 の 内 容  

行 為 の 面 積 ㎡ 

法 面 又 は 擁 壁 高 さ ｍ  長 さ ｍ  

景観に配慮した事項

（法面の処理方法や

緑 化 な ど ） 
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様式第７号（第４条関係）  

 

景観計画区域内行為変更届出書  

 

年   月   日  

 

 

伊方町長        様  

 

 

届出者  住 所 

氏 名 

連 絡 先 

 

 

景観法第 16 条第２項の規定により、届出事項の変更について、次のとおり届

け出ます。  

行為の場所  
伊方町  

景観計画区域の区分  □景観計画区域  □景観重要区域  

当初の届出年月日     年   月   日  

設計者  
住所   

氏名   電話   

施工者  

(予定者 ) 

住所   

氏名   電話   

内容確認 (担当者 )

連絡先  

住所   

氏名   電話   

変更の内容  

（変更前）  

（変更後）  

備考  この届出書には、景観法施行規則第１条第２項に掲げる図書（変更に係

るものに限る）を添付してください。  
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様式第８号（第４条関係）  

 

景観形成基準適合通知書  

 

 

           様  

 

 

 

伊方町長         □印  

 

 

  年   月   日付けで届出のあった次の行為については、景観計画に定め

られた景観形成基準に適合すると認められるので通知します。  

行為の場所  
伊方町  

景観計画区域の区分  □景観計画区域  □景観重要区域  

行為の種類・工事種別  

 

行為の概要  

 

備考  

１  今後、届出した事項を変更しようとするときは、伊方町景観条例施行規

則第４条第２項に基づき、変更の届出（同規則第６条第１項に基づく事

前協議を含む。）を行ってください。  

２  工事完了後は、２面以上の完成写真を添付の上、伊方町景観条例施行規

則第８条に基づき、行為等が完了した旨の届出を行ってください。  
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様式第９号（第６条関係）     （表）  

 

景観計画区域内行為事前協議申出書  

 

年   月   日  

 

伊方町長        様  

 

 

届出者  住 所 

氏 名 

連 絡 先 

 

 

伊方町景観条例第 11 条第１項の規定により、次のとおり事前協議を申し出ま

す。  

設計者  
住所    

氏名    電話    

施工者  

(予定者 ) 

住所    

氏名    電話    

内容確認 (担当者 )

連絡先  

住所    

氏名    電話    

行為の場所  
伊方町  

景観計画区域の区分  □景観計画区域  □景観重要区域  

行為の種類  

建築物  
□新築  □増築  □改築  □移転   

□修繕又は模様替え  □色彩の変更  

工作物  
□新設  □増築  □改築  □移転   

□修繕又は模様替え  □色彩の変更  

□開発行為  

行為の期間  
着手予定  

   年   月   日  

完了予定  

   年   月   日  

備考  

１  裏面にも必要事項を明記してください。  

２  この届出書には、景観法施行規則第１条第２項に掲げる図書を添付して

ください。  
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（裏）  

建

築

物 

用 途  

敷 地 面 積 ㎡ 

建 築 面 積 ㎡ 延 べ 面 積 ㎡ 

最 高 部 の 高 さ ｍ（階数   階） 

構 造 造（一部        造） 

修繕若しくは模様替

え又は色彩の変更に

関 す る 事 項 

立面の各面の合計面積 ㎡ 

外観の変更に係る部分

の 面 積 

外 壁 屋 根 合 計 

㎡ ㎡ ㎡ 

仕 上 げ 材 
屋 根  

外 壁  

色 彩 

（色・マンセル値） 

屋 根  

外 壁  

景観に配慮した事項  

工

作

物 

種 類  

敷 地 面 積 ㎡ 

構 造 面 積 届出部分 ㎡ 既存部分 ㎡ 

最 高 部 の 高 さ ｍ 

構 造 造 

修繕若しくは模様替
え又は色彩の変更に
関 す る 事 項 

立 面 の 各 面 の 合 計 面 積 ㎡  

外観の変更に係る部分の面積 ㎡  

仕 上 げ 

（ 材 料 ・ 方 法 ） 
 

色 彩 

（色・マンセル値） 
 

景観に配慮した事項  

開

発

行

為 

行 為 の 目 的  

行 為 の 内 容  

行 為 の 面 積 ㎡ 

法 面 又 は 擁 壁 高 さ ｍ  長 さ ｍ  

景観に配慮した事項

（法面の処理方法や

緑 化 な ど ） 
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様式第 10 号（第６条関係）  

 

景観計画区域内行為事前協議完了通知書  

 

 

            様  

 

 

 

伊方町長        □印  

 

 

  年   月   日付けで申出のあった次の行為については、事前協議が完了

した旨を通知します。  

行為の場所  
伊方町  

景観計画区域の区分  □景観計画区域  □景観重要区域  

行為の種類・工事種別  

 

行為の概要  

 

連絡事項等  

 

備考  速やかに、伊方町景観条例施行規則第４条に基づき、行為（変更）の届

出を行ってください。  
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様式第 11 号（第７条関係）  

 

景観計画区域内行為勧告書  

 

年   月   日  

 

            様  

 

 

伊方町長        □印  

 

景観法第 16 条第１項の規定により   年   月   日付けで届出のあった

景観計画区域内での行為のうち、下記の行為については景観計画における景観

形成基準に適合しないものと判断しましたので、景観法第 16 条第３項の規定に

より、次の措置を講じるよう勧告します。  

行為の場所  
 伊方町  

景観計画区域の区分  □景観計画区域  □景観重要区域  

行為制限該当部分  

 

景観形成基準との  

不整合  

 

勧告内容  

（講じるべき措置） 

 

行為の期間  
着手予定  

  年   月   日  

完了予定  

  年   月   日  

備考  
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様式第 12 号（第８条関係）  

 

景観計画区域内行為完了（中止）報告書  

 

年   月   日  

 

 

伊方町長        様  

 

 

届出者  住 所 

氏 名 

連 絡 先 

 

 景観法第 16 条第１項（第２項）の規定により届け出た行為を完了（中止）し

たので、伊方町景観条例 14 条の規定により、次のとおり報告します。  

行為の場所  
伊方町  

景観計画区域の区分  □景観計画区域  □景観重要区域  

届出年月日  

 

行為の完了又は  

中止年月日  

 

行為を中止したとき  

その理由  

 

備考  行為を完了したことが分かるカラー写真（２面以上）を添付してくだ

さい。  

 

 

 

 

 


